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作業文書原案　項目 改定方針（案） 神戸市消防局 長野市消防本部 さいたま市消防本部 京都市消防本部 東京消防庁

第１章 適用 本仕様は、全国の消防本部が
運用する消防救急無線の「無
線回線制御装置」と消防指令
システムの「指令制御装置」
の接続インターフェースに適
用する。

また、消防指令システムの
データ系端末装置とのデータ
通信については「消防救急デ
ジタル無線共通仕様書　第一
版　第二部　データ通信」を
適用する。 

各メーカーにより、消防救急
無線システムの根本的な設計
が異なり、難しいところが有
ります。
各社の方式に対応できるよう
お願いします。

接続については「消防救急デ
ジタル無線共通仕様書第一版
第一部　音声・非音声通信
第二データ通信」を適用す
る。各消防本部はこの共通仕
様書に基づいてデジタル無線
に移行した。必須機能だけだ
と選択機能を付けた本部が困
るのではないか。

技術的仕様については、TTC
（消防指令システムSWG）にお
いて、各メーカーで共通化の
検討をしていただければ、特
段意見はございません。以降
の項目についても同意見とな
りますので、記載を省略させ
ていただきます。

意見なし 消防救急デジタル無線は２方
式あるが、ＳＣＰＣ方式のみ
の適用とし、ＴＤＭＡ方式は
適用外とすることが望ましい
と考えます。

第２章 音声通信の接続仕様 消防庁「共通仕様書」の仕様
である4WS（送話）、4WR（受
話）、SS（プレス、終話・切
断、他網接続中）、SR（プレ
応答、着信）とする。

ただし、消防デジタル無線に
対応していない指令システム
への対応として、4WS（送
話）、4WR（受話）、SS（プレ
ス）、SR（着信）での接続も
許容する。 

神戸市は下記理由により、
4WS/4WR/SS/SR接続です。
①「終話・切断」はプレスア
ウトに連動
②「他網接続」は県庁専用線
接続なので使用しない.

意見なし 意見なし

音声接続（ODトランク）の単位 ①無線チャネル単位（同一無
線チャネルのグループ化）：
Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社、Ｅ
社

②任意グループ単位：Ｅ社

③基地局無線装置単位：Ｄ社,
Ｃ社

神戸市はグループ単位のみで
す。
通信の考え方からすると、グ
ループ単位（通話ごと）で接
続し、消防救急無線側で基地
局選択するのが理想です。
各消防本部の方式に対応でき
るようお願いします。

様々な接続があると思うの
で，すべて併記して選択可能
としたらどうか。

各消防本部で基地局数、装置
構成、割当て周波数の数、運
用方法等が異なることから、
全ての接続に対応することが
望ましいと考えます。

共通インターフェース仕様の構成と作成方針に対する消防本部意見

資料４－４
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【セレコール通信における指令制御
装置と無線回線制御装置の接続に係
る事項について規定】

（パターン１）A社
指令制御装置にて行うセレ
コール通信（個別音声通信・
グループ音声通信）インター
フェースについては4 線SR 方
式回路での接続とし、信号は
TTC 標準 JJ-21.10 PBX 等ア
ナログインタフェース(SR 方
式(ウィンク・スタート方式))
に準拠した方式とする。

（パターン２）A社、Ｂ社、Ｃ
社、Ｄ社、Ｅ社
指令制御装置にて行うセレ
コール通信（個別音声通信・
グループ音声通信）インター
フェースについては、非音声
通信の電文を使用し、実現す
る方式とする。

（パターン１）はアナログＰ
ＢＸをそのまま利用する自営
通信網接続通信的なセレコー
ル通信方式。
各消防本部の方式に対応でき
るようお願いします。

セレコール通信は、どのメー
カーでも実現できる方式でお
願いしたい。

指令制御装置が持つ回線交換
機能と調整が必要では？

ﾊﾟﾀｰﾝ１を採用している本部が
あるのであれば、簡単には排
除できないものと考えます。
採用本部がないのであれば、
パターン２のみとすることが
望ましいと考えます。

第３章 非音声通信の接続仕様
３ ソケット通信方式 （検討中）
３.１ 接続規定 （検討中）
(1)通常接続 （検討中） ２系統とし,冗長化を図るべき

ではないか。
意見なし

(2)指令制御装置異常による停止 （検討中） 各々どちらかが停止したとし
ても，停止していない側の機
能を残存する構成とする。

意見なし

(3)無線回線制御装置異常による停止 （検討中） 各々どちらかが停止したとし
ても，停止していない側の機
能を残存する構成とする。

無線回線制御装置を二重化し
ている場合は、指令制御装置
と同様に系切替を行う場合が
あると考えます。

(4) ヘルスチェック異常 （検討中） ヘルスチェックについては、
片側からの要求だけに規定す
るのではなく、双方向で行え
るように規定するべきである
と考えます。

第４章 メッセージ規約 （検討中）
第５章 送受信電文
１ 電文一覧
１．１ 共通仕様書で規定された機
能

「１．２　共通仕様書で規定
されていない機能」のうち
「共通仕様書で規定された機
能」を実現するうえで必要な
機能を含めて、項目名を
「１．１　共通仕様書で規定
された機能を実現するために
必要な機能」へ変更する。

意見なし 意見なし
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１．１．２　個別音声通信機能 （検討中） 　神戸市は本部からの下りの
み利用し、ベル鳴動後、強制
切断する「個別ベル呼出し」
を採用しています。
　消防無線で個別音声通信を
利用する場合、電波不感地域
やＤ／Ｕ対策のため、基地局
順次呼出の消防本部も有り、
種々の方式が混在していま
す。
　上りセレコール通信で指令
台を指定して呼び出す機能
は、救急対応を複数の指令台
で対応する消防本部が有り、
必要と考えられます。（神戸
市未利用）
　各消防本部の方式に対応で
きるようお願いします。

１．１．３　グループ音声通信機能 （検討中） 　神戸市は指令回線のバック
アップ用に利用しています。
　セレコール利用の救急車群
へ一斉指令を行うために利用
する消防本部もあります。
　各消防本部の方式に対応で
きるようお願いします。

１．１．１２ 通信統制機能（出動
指令時の報知信号送信機能・報知機
能）

（検討中） 神戸市未利用 必要と考える

１．１．１３ 通信統制機能（出動
指令時の発信規制信号送信機能・発
信規制機能）

「１．１．１２　通信統制機
能（出動指令時の報知信号送
信機能・報知機能）」に含ま
れる機能として整理する。

神戸市未利用 必要と考える 意見なし

１．１．１４ 通信統制機能（通信
規制時の報知信号送信機能・報知機
能）

（検討中） 神戸市未利用 必要と考える。

１．１．１６ 通信統制機能（緊急
信号送信機能・緊急報知機能）

（検討中） 神戸市未利用 必要と考える。

１．１．１７ 通信統制機能（強制
切断信号送信・強制切断機能）

（検討中） 神戸市未利用 必要と考える。

１．１．２０ ＰＳＴＮ接続通信機
能

（検討中） 神戸市未利用 指令制御装置が持つ機能と合
わせた検討が必要では？

１．１．２１ 自営通信網接続通信
機能

（検討中） 神戸市未利用 指令制御装置が持つ機能と合
わせた検討が必要では？

１．１．２２ 消防指令センター間
音声通信機能

（検討中） 神戸市未利用 機能がよく分からない。
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１．１．２７ 移動局自動チャネル
切替機能

原案（無線システムに閉じた
機能であるため、規定しな
い）のままとする。

神戸市未利用 ＣＨ切替自体は無線システム
内で閉じると思われるが，セ
レコール呼出し時の待機ＣＨ
把握などの方策は？

１．２．１　ヘルスチェック機能 （検討中） 必要と考える。

基地局選択方法 （検討中） 各消防本部で基地局数、装置
構成、割当て周波数の数、運
用方法等が異なることから、
全ての選択方法に対応するこ
とが望ましいと考えます。

１．２．７ 統制波チャネル切替機
能

本機能を前提に無線運用を
行っている消防本部があるた
め、個別仕様として記載を希
望。個別仕様の取り扱いはＳ
ＷＧで協議

神戸市は未利用
統制波をチャンネル切替する
消防本部は多数有ります。
各消防本部の方式に対応でき
るようお願いします。

ＳＷＧ協議結果を待つ。

１．２．９ 署所アンプ起動／解除
制御機能

（検討中） 個別仕様として記載を希望

１．２．１１　常送制御機能 本機能を前提に無線運用を
行っている消防本部があるた
め、個別仕様として記載。個
別仕様の取り扱いはＳＷＧで
協議

神戸市未利用
常送・非常送は、無線局免許
付与時に地方総合通信局が指
定するものであり、ユーザー
が切替えるものは稀である。
非常送無線基地局の消防本部
が常送にしても良いと錯誤さ
れる事は、記載を避けた方が
よいと思われます。

ＳＷＧ協議結果を待つ。

１．２．１２　３波常送制御機能 本機能を前提に無線運用を
行っている消防本部があるた
め、個別仕様として記載。個
別仕様の取り扱いはＳＷＧで
協議

神戸市未利用
常送・非常送は、無線局免許
付与時に地方総合通信局が指
定するものであり、ユーザー
が切替えるものは稀である。
非常送無線基地局の消防本部
が常送にしても良いと錯誤さ
れる事は、記載記載を避けた
方がよいと思われます。

ＳＷＧ協議結果を待つ。

１．２．１３　受信基地局機能 本機能を前提に無線運用を
行っている消防本部があるた
め、個別仕様として記載。個
別仕様の取り扱いはＳＷＧで
協議

神戸市未利用 ＳＷＧ協議結果を待つ。

１．２．１４ 指令情報無線バック
アップ機能

本機能を前提に無線運用を
行っている消防本部があるた
め、個別仕様として記載。個
別仕様の取り扱いはＳＷＧで
協議

神戸市未利用 専用回線のバックアップで無
線指令をやっている個別仕様
ではなく標準仕様にお願いす
る。

ＳＷＧ協議結果を待つ。
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１．２．１５ 基地局運用モード設
定変更機能

本機能を前提に無線運用を
行っている消防本部があるた
め、個別仕様として記載。個
別仕様の取り扱いはＳＷＧで
協議

神戸市未利用
指令台から基地局のグルーピ
ングを変更すると考えられ
る。
各消防本部の方式に対応でき
るようお願いします。

ＳＷＧ協議結果を待つ。
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２ 伝送内容 協議結果を待つ。

２．１ 時刻設定
２．２ 死活監視
２．４ 基地局着信通知
２．８ 基地局・チャネル情報問い合
わせ
２．９ 基地局グループ設定
２．１２ 基地局運用モード状態切替

２．１３ 無線局名称無線局ID状態変
更
２．１４ 送達確認

「１　電文一覧」の整理結果
を踏まえ、今後具体の内容を
各社から提示してもらい、作
業を進める。

別項目になりますが、無線通
信の秘話性向上等個人情報漏
洩の防止対策として、盗難無
線機の動作停止機能もあって
も良いと思います。
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